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～いつかくる災害、支援の手が届くまでの備え～ 

24 時間人工呼吸器を利用される方への非常用電源給付事業が始まります

 災害等によって一時的に電気の供給が途絶えた場合に、人工呼吸器を稼働させ続けるために必要な機器

の購入費用を、御自宅にお住まいで 24 時間人工呼吸器を利用している方を対象に給付する事業です。

1 給付の対象者や対象機器

在宅※１で 24 時間人工呼吸器を利用されている方が以下の機器※２を新たに購入される場合に、最大で

12 万円※３まで機器の購入費等※４について給付します。

機器種目 給付上限額 

正弦波インバーター発電機 120,000 円 

ポータブル電源（蓄電池） 60,000 円 

DC/AC インバーター（カーインバーター） 45,000 円 

※１：医療機関や障害者支援施設等に入院・入所中の方は給付対象ではありません。

※２：必要な機器要件があります。

※３：所得区分に応じて自己負担が必要な場合や、給付対象とならない場合があります。

   給付対象は同種目、他種目問わず１台のみです。

※４：機器購入費と配送料が対象です。燃料等は対象外です。

2 申込方法

 一旦購入費用の総額を支払うことがない、給付券を用いた方法で実施します。

 当市指定見積書を販売店に記入していただくことから申請が始まるため、先ずは当市 HP から指定見

積書等をダウンロードしていただく必要があります。

申請プロセスの概略図

3 開始日

 令和３年９月１日より、申請の受付を開始します。

問合せ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部

障害計画課 担当 谷

電話 044-200-2663 


